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平成３０年度 第１２回通常総会の日程 
 

4 月 19 日（木）に開催した平成３０年度第 1 回理事会において、今年度の通常総会の日程が下記の通り決

定されました。万障繰り合わせのうえ、ご出席いただけますようご案内いたします。 

 

日時  平成３０年５月２７日（日）午前１０時～午前１１時３０分  

会場  川崎町公民館３階ホール 

1.開会宣言 

2.理事長挨拶 

3.総会成立確認(平成年 30 月 31 日現在の会員総数の 1/3 以上)  

4.議長選出  

5.議事録署名人選出および委嘱  

6.議 事 

第１号議案 平成 29 年度事業報告および収支決算報告 

平成 29 年度事業報告 

平成 29 年度収支決算報告 

平成 29 年度監査報告  

第２号議案 平成 30 年度事業計画(案)及び収支予算(案) 

平成 30 年度事業計画(案)  

平成 30 度収支予算(案) 

第３号議案 定款の変更について 

第４号議案 役員の改選 

第５号議案 その他 

7.閉会宣言                        
 

川崎－仙台薪ストーブの会の活動について 

去る４月１５日（日）に薪のグループによる川崎－仙台薪ス

トーブの会の運営について話し合われました。その結果を４月

１９日開催の理事会に上程し、次の通り承認されました。 

１．３０年度の定例会について 

①今年度の定例会は、山小屋の移転、従来使用してきた施設等の現状復旧のための活動とします。 

②参加者の伐倒技術の向上、枝整理、チエンソー等の機械整備等、研修を主体とします。 

③上記①、②の活動が主体となりますので、『きもち』の支給は無しとします。 

２．３０年度の Ｂ作業について 

①従来のＢ作業は、月に４回の活動をしていましたが、今年度からは、第４日曜日の活動を無しとします。

したがって、Ｂ作業は月に３回となります。 

②臨時のＢ作業は、従来通りその都度案内します。 

３．『薪づくり専門部会』の発足について 

①新たに『薪づくり専門部会』を発足し、良質の薪を効率的に生産することとしました。専門部会で生産し

た薪は、すべて販売用とします。 

②『薪づくり専門部会』は熟練者で編成します。 

川崎町の資源をいかす会 事務局だより 
ＮＰＯ法人 川崎町の資源をいかす会 

第４４号  （平成３０年 ５月発行 不定期） 

 

昨年 5 月 21 日に開催された通常総会の様子 
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４．その他確認事項 

①現在、資源をいかす会から、作業の都度支給している『きもち』については、従来通り活用できますが、

木のきもちは廃止し、「付け」の『きもち』のみとします。 

②『きもち』は、基本的に、薪、白炭、ホダ木との交換にのみ使用できることし、現金化や会費の代替には

使用できない。 

③『薪づくり専門部会』、『臨時Ｂ作業』は、都度申告して活動することとし、伐倒以外にも、玉切り材の

搬出、薪割り作業等の活動も、都度申告して実施する。 

④定例会、Ｂ作業等の活動を実施する場合は、作業開始前に当日の班長を決めて、班長指示のもと安全に最

大限の配慮をして活動する。 

⑤定例会、Ｂ作業等の活動は、事前に活動テーマ等を周知し、効率的な活動をする。 

⑥土・日に活動したいメンバーのために、適宜臨時Ｂ作業を計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木のキモチの廃止に伴うデータ（ツケキモチ）への移行について（お願い） 

定例会で発行していた木のキモチは廃止になりますので、お手持ちのキモチはデータ（ツケキモチ）に変換いたしま

す。つきましては、３０年１２月までに下記内容を記載して事務局に提出願います。１２月までに届け出がない場合は無

効となりますのでご了承ください。 

 

ミニ水力発電グループからのお知らせとお願い 

ミニ水力発電グループでは、4 月～1１月第 2 木曜日午後 1 時～3 時に定例会を開催しています。今年はいよいよ念

願の第２発電所の工事を行います。関心のある方、木工・電気に関するノウハウをお持ちの方の参加をお願いします。

一人でも多くの皆様の参加をお待ちします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

木モチ提出申請書 

氏 名  

木 モ チ の 数 10 木モチ      個 1 木モチ      個 計       木モチ 

木モチ数を記載のうえ、木札と一緒に提出してください。キモチデータに変換します。 

この申請書で確認した後に、記念に木モチが欲しい方には差し上げています。 

ミニ水力発電所建設基金寄付のお願い 

特定非営利活動法人川崎町の資源をいかす会ミニ水力発電所建設基金：略称「いかす会ミニ水力基金」

では引き続き、基金への寄付を募っています。 

残り目標額は７０万円です。すでに多くの皆様から１７０万円のご寄付をいただきましたが、予定額にはまだ

達しておりません。第２発電所完成に向けて、更なるご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

募金の方法については事務局までお問い合わせください。 

水車の概要 

・水車の直径３.１ｍ  

・発電最大 0.42kw 

・挽き臼：１基・（そば粉用） 

・搗き臼：１基 （精米、製粉） 
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平成３０年度 「川崎－仙台薪ストーブの会」年間予定表 

 定 例 会 Ｂ 作 業 

月 日 
活 動 内 容 

（予定） 
集合場所・活動場所 水曜日 土曜日 作 業 内 容 

5 月 13 (日) 

薪棚や休憩小屋の移

築及び安全な作業の

ための研修 

腹帯分館・現地 
2(水) 

23(水) 
19(土) 玉伐り・搬出・薪割 

6 月 10 (日) 

薪棚や休憩小屋の移

築及び安全な作業の

ための研修 

腹帯分館・現地 
6(水) 

27(水) 
16 (土) 玉伐り・搬出・薪割 

7 月 8 (日) 

薪棚や休憩小屋の移

築及び安全な作業の

ための研修 

腹帯分館・現地 
4(水) 

25(水) 
16(土) 

玉伐り・薪割り 

薪棚の製作・整備 

8 月  お休み  
1(水) 

22 (水) 
18(土) 薪棚の製作・整備 

9 月 9 (日) 
後期実施計画の具体

化・現地整理 
腹帯分館・現地 

5(水) 

26(水) 
15(土) 薪棚の製作・整備 

10 月 14 (日) 

安全で上質な薪作りの

為の玉伐り・搬出・薪

割り 

腹帯分館・現地 
3(水) 

24(水) 
20(土) 

薪棚の製作・整備 

伐倒・玉伐り 

11 月 11 (日) 

安全で上質な薪作りの

為の玉伐り・搬出・薪

割り 

腹帯分館・現地 
7(水) 

28(水) 
17(土) 伐倒・玉伐り他 

12 月 9 (日) 

安全で上質な薪作りの

為の玉伐り・搬出・薪

割り 

腹帯分館・現地 
5(水) 

26(水) 
15(土) 伐倒 

1 月  お休み  23(水) 19 (土) 伐倒 

2 月 10 (日) 

安全で上質な薪作りの

為の玉伐り・搬出・薪

割り 

腹帯分館・現地 
6(水) 

27(水) 
16(土) 伐倒 

3 月 10（日) 

安全で上質な薪作りの

為の玉伐り・搬出・薪

割り 

腹帯分館・現地 
6(水) 

27(水) 
16(土) 

伐倒 

玉伐り・搬出 

定例会は毎月第２日曜日（８月及び１月は休み）で、腹帯集会場に午前 9 時 30 分集合。当日は技術向上のための勉強

（講習）会と休憩小屋、物置小屋及び薪棚の移転等をＣ作業（ボランティア）で行います。よってキモチの支払いはありませ

ん。 

各活動に参加の際は必ず事務局まで連絡ください。現地活動終了は午後 3 時で、再度集会場に集合してから解散します。

昼食・飲み物等は各自持参し、作業がしやすく安全な服装で参加すること。（但し、午前中のみ参加の場合は昼食不要）定

例活動等に変更がある場合は参加連絡者にのみお知らせします。 

 

「Ｂ作業活動日」は、現地に直接午前 9 時 30 分までに集合してください。なお代表者は、参加者名と作業報告を提出して

ください。 

また、作業内容はあくまでも予定なので変更になる場合があります。作業内容は当日担当者から説明します。 

必ず２名以上で活動することを義務付けています。年間予定表以外に入山する場合も必ず守ってください。 

活動は自己責任で行うことになっています。「ＮＰＯ法人川崎町の資源をいかす会」としては事故等について一切責任を

負うことは出来ません。B 作業参加者からは１回につき 0.25 キモチを負担していただいて傷害保険に加入していますが、事

故や怪我など無いよう十分に注意して活動してください。 
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薪づくり専門部会のメンバーが決まりました 

 

『薪づくり専門部会』のメンバーを募集した結果 21 名の方から応募がありました。全員熟達者と認められ

るためこの 21 名で『薪づくり専門部会』をスタートさせることとしました。 

『薪づくり専門部会』では、樹種の統一と玉切りサイズの均一化に努め、今まで以上に良質の薪を生産して

いきます。多くの皆様からのご購入を期待するところです。 

 

「春を食う会」開催のお知らせ 

 

毎年、通常総会開催に合わせ、川崎町の技の匠「そば打ち名人」（いかす会副理事長大宮忠明さん）が、川

崎産そば粉を使った打ち立て・茹でたてのそばを用意してくださいます。本年度も下記の通り開催しますので

是非ご賞味ください。 

「春を食う会」（川崎産の手打ちそばと山菜の天ぷら） 

会  費 一人 1,000 円 

日  時 平成３０年５月２７日(日) 

時  間 午前１１時３０分～午後１時００分  

会  場 川崎町公民館２階「講座室」 

募集人員 30 名 

総会の出欠を返信するハガキに、「春を食う会」の

申し込み欄がありますので、必ず事前申し込みくださ

い。当日は申し込みされた方のみ総会受け付けで会費

をお支払いください。 

昨年の「春を食う会」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局からのお願い 

 
毎年、通常総会の出席者が少なく寂しい思いをしています。川崎町の資源をいかす会には皆様色々

な思いで入会され活動されていることと思います。平成 19 年 1 月 31 日の法人化後、10 数年を経過

して、環境の変化や会員の高齢化など色々と状況も変わったりしています。活発な部会もあれば、

原発事故の影響で休眠中のような部会もあり様々ですが、年々総会に出席する方の数が減ってきた

ように思います。会員の皆様どうか万障繰り合わせのうえご出席くださいますようお願いいたしま

す。都合により出席できない方は必ず委任状の返信をお願いいたします。 

  特定非営利活動法人川崎町の資源をいかす会 事務局 

 


